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国保運営方針中間見直しスケジュールについて

都道府県国民健康保険運営方針策定要領 ＜抜粋＞

（７）国保運営方針の検証・見直し
○ 都道府県は、安定的な財政運営や、市町村が担う国民健康保険事業の広域的・効率的な運営に向けた取
組を継続的に改善するため、国保運営方針に基づく取組の状況をおおむね３年ごとに把握・分析し、評価を
行うことで検証し、その結果に基づいて国保財政の安定化、保険料水準の平準化の推進等のために必要があ
ると認めるときは、国保運営方針の必要な見直しを行う（法第 82 条の２第６項）。

参考条文等抜粋

資料４

国民健康保険法 ＜抜粋＞

（都道府県国民健康保険運営方針）
第八十二条の二

６ 都道府県は、おおむね三年ごとに、第二項各号に掲げる事項（第三項の規定により同項各号に掲げる事
項を定めた場合にあつては、当該事項を含む。）について分析及び評価を行うよう努めるとともに、都道府
県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保及び当該都道府県の保険料の水準の平準化の推進その他
国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県の都道府県国
民健康保険運営方針を変更するものとする。
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